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施策の概要

施策事例１　住民参画・NPO・ボランティア関連施策

60,603,638 千円

愛知県 一宮市 企画部地域ふれあい課

0586-28-8954

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp

平成 20 年度から

千葉県市川市　1%支援制度参考とした施策

関 係 施 策 分 類

事 業 期 間

ホ ー ム ペ ー ジ

電 話

担 当 課

標 準 財 政 規 模

人 口 384,706 人

1 	取り組みに至る背景
新たな市民活動を芽生えさせ、あるいは既存の活動を支える

という考えで、平成 18 年度から金銭的な支援事業として市民
活動助成金制度を創設したが、年間 100 万円という限られた
予算の中で助成金を受けることができるのは 6 ～ 7 団体であっ
た。そこで、多くの市民に市民活動を知ってもらい自らも参加
しようという意識を高めたい、市民活動団体にも活動内容を広
く PR する機会を与えたいという考えのもと、千葉県市川市が
実施している 1%支援制度を参考に、平成 20 年 6 月に「一宮市
民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例」を制定して、助
成金制度に代わる新たな支援制度を創設するに至った。

2 	事業内容（目的・目標・方策）
この制度は、市民が直接、投票というかたちで意思表明をす

ることで、市民活動への理解や関心が高まり、より多くの市民
参加とより積極的で継続的な市民活動の促進を図ることを目的
としている。そのためにも、より多くの市民が制度に参加する
ことが求められる。市川市の先進事例を参考に投票率の見込み
を 6%とした。

制度の仕組みは、年齢 18 歳以上の市民が 1 人あたりの支援
額 ( 個人市民税額の 1%相当額を 18 歳以上の市民の数で除して
得た額 ) を持ち、市民活動団体が実施する支援対象事業に対し
投票する。その投票結果により各団体への支援金額が決定 ( 対
象経費の 2/3 が上限 ) する。また、市民活動活性化事業の充実
を図るために市民活動支援基金を設置し、基金への積立てを選
択し投票した場合、投票結果で得た額がその団体の申請額を超
えた場合の超過額は、それぞれ基金へ積み立てられるものとした。

3 	施策の開始前に想定した事業効果
市民の一票が市民活動団体を支えるとともに、そのミッションを共有し自らも参加しようという意識

が高まる。地域の課題を見つけ、地域の資源を活かしながら、その問題を解決するために自主的・自発
的に活動する取り組みが広がれば、結果として地域コミュニティが再生され、あたたかい、住みよいま
ちの実現につながると考えた。

市民が選ぶ市民活動
支援制度
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予算関連データ

施策事例１　住民参画・NPO・ボランティア関連施策

1

平成 20 年度額
①～⑤の計

財源内訳（財源区分 : ①～⑤）
①国費 ②県費 ③起債 ④その他 ⑤一般財源

6,447 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 6,447 千円

①
～
④
の
名
称
・
所
管
等

名　称

所　管

金　額

補助率

一宮市

4 	導入にあたり工夫・苦労した点、課題、対処法など
新たな制度を検討するため、市民活動に関する意識調

査を行った。その結果は、「市民活動に参加したことはな
い」が全体の 73.2%と圧倒的に多く、当市の市民活動に
ついては半数以上の人が「わからない」と回答し、市民
活動に対する関心のなさが際立った。そこで、市川市の
市民税納税者という枠組みでなく、「参加したことがな
い」という回答が多い若年齢層、「参加している」という
回答が多い高年齢層ともに投票できる制度とし、18 歳以
上の市民には同額の支援金額を付与し、投票率を高める
ため極力簡易な投票手段で投票できることとした。

また、制度周知を図るため、専用 HP の開設、市広報
紙による制度紹介、出張説明会の募集、報道関係等への
情報提供、町内会への回覧用チラシの配付などを行うと
ともに、支援対象団体紹介冊子を全戸配布し、団体によ
る公開プレゼンテーションを開催した。

5 	現在の成果・実績、今後の展開など
70 団体から申請があり、すべて審査会の審査を通過し、支援対象団体となった。投票率は予想

を大きく上回り、投票総数は 31,578 票 ( 投票率 10.0% ) であった。
これは、各団体による積極的な PR 活動の結果とも考えられるが、この制度を自らで支えたいと

いう発想で、支援対象団体が協力して、市内の大型ショッピングセンターにおいて、制度紹介と公
開プレゼンテーションを兼ねたイベントを開催したことも要因のひとつである。また、この制度を
支え育てる目的で新たな NPO が立ちあがり、行政との協働事業という位置づけで、支援対象団体
に公益性や公金に対する意識啓発を図るためのワークショップの開催、説明責任の意識を促すため
の交付申請書及び実績報告書の書き方セミナーの開催、公開プレゼンテーションの開催等を計画し
ている。行政だけでは行き届かない部分を補完するとともに、NPO という存在と実態が広く市民
に認知されていく過程で必要不可欠な部分を補うにも重要な役割を担うと考えている。また、支援
対象団体には地域コミュニティーを基盤とする団体が多く、新たなネットワークづくりの礎となる
ことを期待している。
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